
○村上市地域まちづくり組織及び地域まちづくり交付金の交付に関する条例 
平成23年3月28日 

条例第2号 
 

(目的) 
第1条 この条例は、一定の地域内において包括的なまちづくりを行う組織の設置及び事

業の実施並びに村上市地域まちづくり交付金(以下「交付金」という。)に関する事項を

定め、誇りと活気あふれる地域づくりを展開し、元気あふれる定住の里づくりと市民協

働のまちづくりを推進することを目的とする。 
 

(定義) 
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 
(1) 地域 町内や集落がまとまった一定の区域をいう。 
(2) 地域まちづくり組織 町内や集落における活動の支援を含めた包括的な地域のま

ちづくりを行う組織をいう。 
(3) コミュニティビジネス 地域が有する人材、施設、資金等を活用し、起業、雇用及

び生きがいの創出を推進し、地域の活性化に寄与する事業をいう。 
 
(地域まちづくり組織の設置区域) 

第3条 地域まちづくり組織(以下「地域組織」という。)は、地域単位で設置するものとし、

その設置区域は、別に規則で定める。 
 

(地域組織の要件) 
第4条 地域組織は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。 

(1) 名称、事務所の所在地、代表者の選出方法、総会の方法、監査その他地域組織を民

主的に運営するために必要な事項が、規約に定められていること。 
(2) 地域組織の代表者及び役員が、その構成員の意思に基づいて選出されていること。 
(3) その地域に居住する人及びその地域で事業を実施する個人若しくは法人又は地域

で活動する各種団体で地域組織が認めたものを構成員としていること。 
 
(事業) 

第5条 地域組織は、地域におけるまちづくりの基本方針、地域の将来像、事業等をまと

めた計画(以下「地域まちづくり計画」という。)を策定し、この計画に基づき次に掲げ

る事業の中から選定して、まちづくりを推進するものとする。 
(1) 地域の課題解決、地域振興及び住民交流に関すること。 
(2) 健康及び福祉の増進に関すること。 
(3) 安全及び安心に関すること。 
(4) 環境の保全及び改善に関すること。 
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(5) 地域資源の有効活用に関すること。 
(6) 地域の産業振興に関すること。 
(7) コミュニティビジネス等地域経営に関すること。 
(8) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりに関し、特に必要があると地域組織が認め

ること。 
 
(活動の制限) 

第6条 地域組織は、次に掲げる活動をしてはならない。 
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成する活動 
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動 
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候

補者(候補予定者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこ

れらに反対する活動 
(4) 前3号に掲げる活動のほか、地域組織の活動として市長が不適当であると認める活

動 
 
(協力及び助言) 

第7条 市長は、地域組織の円滑な運営を促進するため、地域組織の活動により生じた事

故又は住民間の紛争の解決等について協力し、助言することができる。 
 

(連携組織) 
第8条 各地域組織は、地域組織相互の連携を図るため、地域組織の代表者等で構成する

地域組織の連携組織を設置することができる。 
 

(設置等の届出) 
第9条 地域組織を設置したときは、規則に定めるところにより市長に届け出るものとす

る。その届け出た事項に変更があったときも、同様とする。 
 

(交付金の交付) 
第10条 市長は、地域組織の運営支援及び地域まちづくり計画に基づき実施する地域組織

の活動支援として、交付金を交付するものとする。 
 
 

(交付金の額) 
第11条 交付金の額は、予算の範囲内で市長が定めた額とする。 
 

(交付申請) 
第12条 交付金の交付を受けようとする地域組織は、市長に交付金の交付の申請を行わな

ければならない。 



 
(交付決定) 

第13条 市長は、前条の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と

認められるときは、交付の決定をしなければならない。 
2 市長は、前項の規定による審査により不適当と認められる場合は、是正指導を行い、

修正等を行った結果適当と認められるときは、交付の決定を行うものとする。 
 

(交付請求及び交付) 
第14条 交付金の交付の請求は、前条の交付の決定の通知を受けた後に行うものとする。 
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに交付金の交付手続を行わなければなら

ない。 
 

(交付金の取扱い) 
第15条 地域組織は、交付金の活用において、当該構成員の総意を反映し、民主的で公正

な取扱いをしなければならない。 
 

(実績報告) 
第16条 地域組織は、毎年5月末日までに前年度の実績を市長に報告しなければならない。 
 

(情報公開) 
第17条 地域組織は、前条の規定による実績報告及び活動に関する全ての書類を事務所に

備え付けるものとし、積極的にその情報の公開に努めるものとする。 
 

(委任) 
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
 

附 則 
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第10条から第16条までの規定は、

平成24年4月1日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



村上市地域まちづくり組織及び地域まちづくり交付金の交付に関する条例施行規則（抜粋）  

(地域組織の設置区域) 

第 3 条 条例第 3 条に規定する設置区域は、別表第 1のとおりとする。 

 

別表第 1(第 3 条関係) 
地域 行政区 
 
 
(交付金の額) 

第 5 条 市長は、条例第 11 条に規定する交付金の額を、村上市議会定例会

における当初予算の議決後速やかに各地域組織に通知するものとし、各地域

組織の交付金の額は別表第 2に定める配分方法により算定した額とする。 

 

別表第 2(第 5 条関係) 

交付金の内訳 交付金内訳の額 地域組織への交付金配分額 

人口割額 市長が定めた交付金

の額の65パーセント

に相当する額 

人口割額を、交付金交付年度の4月1日現在の住民基本台帳法

(昭和42年法律第81号)の規定に基づく市の人口で除して得た

額に、当該地域組織内の人口を乗じて得た額(その額に1,000

円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。) 

行政区割額 市長が定めた交付金

の額の28パーセント

に相当する額 

行政区割額を、交付金交付年度の4月1日現在の行政区の数で除

して得た額に、当該地域組織の行政区の数を乗じて得た額(そ

の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨

てる。) 

加算額 市長が定めた交付金

の額の7パーセント

に相当する額 

加算額を、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の

特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)、同法施行令

(昭和37年政令第301号)及び同法施行規則(昭和37年自治省令

第14号)の規定に基づく辺地(人口要件は適用しない。)の辺地

度点数(行政区ごとに算出する。)の市の合計で除して得た額

に、当該地域組織の辺地度点数の合計を乗じて得た額(その額

に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)

備考 
平成24年度以降の年度途中に地域組織を設置し、当該年度に交付金の交付を受ける場合

の交付金の額は、日割計算により算定するものとし、上記により算出して得た額を、交付

金を交付する年度の日数で除して得た額に、地域組織を設置した日の翌日から年度末まで

の日数を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端

数は、切り捨てる。 


